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シナネンでんきビジネス A・B・C・実量 

（マーケットリンク）料金表 

1  適用対象となるお客さま 

(1)   このシナネンでんきビジネス A・B・C・実量（マーケットリンク）料金表（以下「料

金表」といいます。）は、当社の電気供給約款（低圧）（以下「約款」といいます。）第

15条第(1)項に定める「シナネンでんきビジネス A・B・C・実量（マーケットリンク）」

が適用されるお客さまに適用いたします。 

 

2  料金表の変更 

 (1) 当社は、約款第 2条の規定に従い、この料金表を変更することがあります。 

(2) 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消

費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この料金表を

変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の料金表によります。 

 

3  料金単価に係る消費税等相当額 

この料金表の料金単価は、消費税等相当額を含んだ単価を記載しております。 

 

4 電気料金 

(1) 電気料金は、託送料金相当額、電力量料金、市場連動手数料（管理手数料及び容量拠

出金等料金）に再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。 

 

(2) 託送料金相当額 

一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づく、接続送電サービス料金の基本料金

と電力量料金の相当額の合計とします。なお、一般送配電事業者の託送供給等約款が変

更され、当該約款に定める接続送電サービス料金等の料金が変更された場合には、当社

は、それに応じて、イおよびロの表に記載される料金を変更することができるものとし

ます。また、その場合には、当社のウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方

法によりお知らせいたします。 

 

イ 接続送電サービス料金の基本料金相当額（託送基本料金相当額）は次のとおりとし

ます。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金相当額は、半額といたし

ます。 

 

 

 



 

エリア 託送基本料金相当額 

北海道エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまた

は契約電力 1kWにつき 
272円 80銭 

東北エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
226円 60銭 

東京エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
230円 67銭 

中部エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
214円 50銭 

北陸エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
242円 00銭 

関西エリア 

契約電流 60Aまたは契約容量 6kVAまたは

契約電力 6kWまで 
290円 40銭 

上記をこえる契約電流 10Aまたは契約容量

1kVAまたは契約電力 1kWにつき 
96円 80銭 

中国エリア 

契約電流 60Aまたは契約容量 6kVAまたは

契約電力 6kWまで 
326円 70銭 

上記をこえる契約電流 10Aまたは契約容量

1kVAまたは契約電力 1kWにつき 
108円 90銭 

四国エリア 

契約電流 60Aまたは契約容量 6kVAまたは

契約電力 6kWまで 
363円 00銭 

上記をこえる契約電流 10Aまたは契約容量

1kVAまたは契約電力 1kWにつき 
121円 00銭 

九州エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
227円 38銭 

 

ロ 接続送電サービス料金の電力量料金相当額（託送従量料金相当額）は次のとおりと

します。 

エリア 託送従量料金相当額 

北海道エリア 

使用電力量 1キロワット時につき 

8円 38銭 

東北エリア 9円 24銭 

東京エリア 7円 48銭 

中部エリア 8円 38銭 

北陸エリア 7円 39銭 

関西エリア 8円 07銭 

中国エリア 9円 49銭 

四国エリア 9円 38銭 

九州エリア 8円 26銭 



 

 

(3) 電力量料金 

電力量料金は、以下の計算式により算出します。 

 

【計算式】 

（30分毎のエリアプライス※1+売買手数料※2）÷（1‐エリア損失率※3）×1.1（消

費税等相当額）×30分毎の使用電力量 

 

※1「エリアプライス」とは、日本卸電力取引所のスポット取引市場における、お

客さまの需要場所が存するエリアの 30分単位のエリアプライス（円/kWh）をいい

ます。なお、スポット取引市場取引の停止により当該エリアプライスを参照する

ことができない場合、インバランス料金情報公表ウェブサイトにおいて公表され

る、該当するエリアの 30分単位ごとのインバランス単価（速報値）をエリアプラ

イスとして適用いたします。 

※2「売買手数料」とは日本卸電力取引所のスポット取引売買手数料のうち約定従

量制にかかる金額（0.03円/kWh（税抜））をいいます。なお、日本卸電力取引所の

公表するスポット取引市場の売買手数料が変更された場合には、当社は、それに

応じて、売買手数料を変更することができるものとします。 

※3「エリア損失率」とは、一般送配電事業者が託送供給等約款又はその他の方法

により公表する数値として、以下のとおりとします。なお、一般送配電事業者の

託送供給等約款が変更され当該約款に定める損失率が変更された場合には、当社

は、それに応じて、以下の表に記載されるエリア損失率を変更することができる

ものとします。また、その場合には、当社のウェブサイトへの掲載等の当社が適

当と判断した方法によりお知らせいたします。 

 

エリア エリア損失率 

北海道エリア 7.9% 

東北エリア 8.5% 

東京エリア 6.9% 

中部エリア 7.1% 

北陸エリア 7.8% 

関西エリア 7.8% 

中国エリア 8.0% 

四国エリア 8.1% 

九州エリア 8.6% 

 

(4) 市場連動手数料 

市場連動手数料は、以下の管理手数料と容量拠出金等料金の合計とします。 



 

 

イ 管理手数料 

管理手数料は以下のとおりとします。ただし、当社は、毎年度、管理手数料を

変更するものとし、前年度の 1 月末頃、翌年度の管理手数料について、当社の

ウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたしま

す。 

 

最初の 700キロワット時までの 1

キロワット時につき 
6円 60銭 

700キロワット時をこえる 1キロ

ワット時につき 
3円 30銭 

ロ 容量拠出金等料金 

当初の容量拠出金等料金は 0円とします。ただし、当社が当該年度に負担する容

量拠出金の負担額に応じて、容量拠出金等料金の額は、毎年度、変動するものと

し、前年度の 1月末頃、翌年度の容量拠出金等料金について、当社のウェブサイ

トへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。 

 

5 日割計算の算定式 

日割計算の算定式は、次のとおりとします。 

①  託送基本料金相当額を日割りする場合 

1ヶ月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

料金の算定期間の日数 

 ただし，約款第 19条ハに該当する場合は， 

日割計算対象日数 
は、 

日割計算対象日数 
とします。 

料金の算定期間の日数 暦日数 

    

②  管理手数料の料金適用上の電力量区分を日割りする場合 

第 1段階適用電力量＝700キロワット時× 
日割計算対象日数 

料金の算定期間の日数 

     なお，第 1 段階料金適用電力量とは、700 キロワット時までの 1 キロワット時当

たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

ただし，約款第 19条ハに該当する場合は， 

日割計算対象日数 
は、 

日割計算対象日数 
とします。 

料金の算定期間の日数 暦日数 

 

6 環境配慮料金 

環境配慮メニュー契約要綱に基づき、本料金表に記載の契約種別に付帯するプランは

次のとおりとします。 



 

実質再エネ比率メニューまたは 

排出係数メニュー 
1キロワット時につき 

要綱に基づきお客さまとの 

協議によって決定する 

あかりの森プロジェクト料金 1キロワット時につき 0円 10銭 

 

7 解約事務手数料 

約款第 40条第(5)項に定める解約事務手数料は、別途定めのない限り次の金額といた

します。 

1電気需給契約につき 3,300円  

 

8 確認事項 

シナネンでんきビジネス A・B・C・実量（マーケットリンク）は、電気の卸電力市場におけ

る市場価格に連動して料金が変動する契約種別であり、市場価格の高騰時には、お客さまが

当社に支払う電気料金が上昇するリスクがあります。また、当社は、シナネンでんきビジネ

ス A・B・C・実量（マーケットリンク）が、他の契約種別よりも安価であることを保証する

ものではありません。 

 

 

9 その他 

この料金表に定めのない事項については、約款に定めるところによるものといたします。 

 

附  則 

   

1  料金表の実施期日 

この料金表は、令和 6年 2月 1日から実施いたします。 

  



 

シナネンでんきビジネス低圧（マーケットリンク）料金表 

 

目 次 

 

1 適用対象となるお客さま .............................................................................................1 

2 料金表の変更 ...............................................................................................................1 

3 料金単価に係る消費税等相当額 ..................................................................................1 

4 電気料金 ......................................................................................................................1 

5 日割計算の算定式 ........................................................................................................4 

6 環境配慮料金 ...............................................................................................................4 

7 解約事務手数料 ...........................................................................................................4 

8 確認事項 ......................................................................................................................4 

9 その他 ..........................................................................................................................4 

附  則 ...............................................................................................................................4 

 

 



 

シナネンでんきビジネス低圧（マーケットリンク） 

料金表 

 

10  適用対象となるお客さま 

このシナネンでんきビジネス低圧（マーケットリンク）料金表（以下「料金表」といい

ます。）は、当社の電気供給約款（低圧）（以下「約款」といいます。）第 15 条第(1)項

に定める「シナネンでんきビジネス低圧（マーケットリンク）」が適用されるお客さま

に適用いたします。 

 

11  料金表の変更 

 (1) 当社は、約款第 2条の規定に従い、この料金表を変更することがあります。 

(2) 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消

費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この料金表を

変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の料金表によります。 

 

12  料金単価に係る消費税等相当額 

   この料金表の料金単価は、消費税等相当額を含んだ単価を記載しております。 

 

13 電気料金 

(5) 電気料金は、託送料金相当額、電力量料金、市場連動手数料（管理手数料及び容量拠

出金等料金）に再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。 

 

(6) 託送料金相当額 

一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づく、接続送電サービス料金の基本料金

と電力量料金の相当額の合計とします。なお、一般送配電事業者の託送供給等約款が変

更され、当該約款に定める接続送電サービス料金等の料金が変更された場合には、当社

は、それに応じて、イおよびロの表に記載される料金を変更することができるものとし

ます。また、その場合には、当社のウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方

法によりお知らせいたします。 

 

イ 接続送電サービス料金の基本料金相当額（託送基本料金相当額）は次のとお

りとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金相当額は、

半額といたします。 

 

 



 

エリア 託送基本料金相当額 

北海道エリア 契約電力 1kWにつき 608円 30銭 

東北エリア 契約電力 1kWにつき 630円 30銭 

東京エリア 契約電力 1kWにつき 731円 97銭 

中部エリア 契約電力 1kWにつき 550円 00銭 

北陸エリア 契約電力 1kWにつき 539円 00銭 

関西エリア 契約電力 1kWにつき 460円 90銭 

中国エリア 契約電力 1kWにつき 568円 70銭 

四国エリア 契約電力 1kWにつき 554円 40銭 

九州エリア 契約電力 1kWにつき 571円 44銭 

 

ロ 接続送電サービス料金の電力量料金相当額（託送従量料金相当額）は次のと

おりとします。 

エリア 託送従量料金相当額 

北海道エリア 

使用電力量 1キロワット時につき 

4円 83銭 

東北エリア 9円 46銭 

東京エリア 5円 20銭 

中部エリア 6円 68銭 

北陸エリア 5円 57銭 

関西エリア 5円 13銭 

中国エリア 6円 57銭 

四国エリア 6円 81銭 

九州エリア 6円 15銭 

 

(7) 電力量料金 

電力量料金は、以下の計算式により算出します。 

 

【計算式】 

（30分毎のエリアプライス※1+売買手数料※2）÷（1‐エリア損失率※3）×1.1（消

費税等相当額）×30分毎の使用電力量 

 

※1「エリアプライス」とは、日本卸電力取引所のスポット取引市場における、

お客さまの需要場所が存するエリアの 30 分単位のエリアプライス（円/kWh）

をいいます。なお、スポット取引市場取引の停止により当該エリアプライスを

参照することができない場合、インバランス料金情報公表ウェブサイトにおい

て公表される、該当するエリアの 30分単位ごとのインバランス単価（速報値）

をエリアプライスとして適用いたします。 

※2「売買手数料」とは日本卸電力取引所のスポット取引売買手数料のうち約定



 

従量制にかかる金額（0.03円/kWh（税抜））をいいます。なお、日本卸電力取引

所の公表するスポット取引市場の売買手数料が変更された場合には、当社は、

それに応じて、売買手数料を変更することができるものとします。 

※3「エリア損失率」とは、一般送配電事業者が託送供給等約款又はその他の方

法により公表する数値として、以下のとおりとします。なお、一般送配電事業

者の託送供給等約款が変更され当該約款に定める損失率が変更された場合には、

当社は、それに応じて、以下の表に記載されるエリア損失率を変更することが

できるものとします。また、その場合には、当社のウェブサイトへの掲載等の

当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。 

 

エリア エリア損失率 

北海道エリア 7.9% 

東北エリア 8.5% 

東京エリア 6.9% 

中部エリア 7.1% 

北陸エリア 7.8% 

関西エリア 7.8% 

中国エリア 8.0% 

四国エリア 8.1% 

九州エリア 8.6% 

 

(8) 市場連動手数料 

市場連動手数料は、以下の管理手数料と容量拠出金等料金の合計とします。 

 

イ 管理手数料 

管理手数料は以下のとおりとします。ただし、当社は、毎年度、管理手数料を

変更するものとし、前年度の 1月末頃、翌年度の管理手数料について、当社の

ウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたしま

す。 

 

1キロワット時につき 4円 40銭 

 

ロ 容量拠出金等料金 

当初の容量拠出金等料金は 0円とします。ただし、当社が当該年度に負担する

容量拠出金の負担額に応じて、容量拠出金等料金の額は、毎年度、変動するもの

とし、前年度の 1月末頃、翌年度の容量拠出金等料金について、当社のウェブサ

イトへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。 

 



 

14 日割計算の算定式 

日割計算の算定式は、次のとおりとします。 

①  託送基本料金相当額を日割りする場合 

１ヶ月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

料金の算定期間の日数 

 ただし，約款第 19条ハに該当する場合は， 

日割計算対象日数 
は、 

日割計算対象日数 
とします。 

料金の算定期間の日数 暦日数 

    

15 環境配慮料金 

環境配慮メニュー契約要綱に基づき、本料金表に記載の契約種別に付帯するプランは

次のとおりとします。 

実質再エネ比率メニューまたは 

排出係数メニュー 
1キロワット時につき 

要綱に基づきお客さまとの 

協議によって決定する 

あかりの森プロジェクト料金 1キロワット時につき 0円 10銭 

 

16 解約事務手数料 

約款第 40 条第(5)項に定める解約事務手数料は、別途定めのない限り次の金額といた

します。 

1電気需給契約につき 3,300円  

 

17 確認事項 

シナネンでんきビジネス低圧（マーケットリンク）は、電気の卸電力市場における市

場価格に連動して料金が変動する契約種別であり、市場価格の高騰時には、お客さま

が当社に支払う電気料金が上昇するリスクがあります。また、当社は、シナネンでん

きビジネス低圧（マーケットリンク）が、他の契約種別よりも安価であることを保証

するものではありません。 

 

18 その他 

この料金表に定めのない事項については、約款に定めるところによるものといたします。 

 

 

附  則 

   

1  料金表の実施期日 

この料金表は、令和 6年 2月 1日から実施いたします。 
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19  適用対象となるお客さま 

  このシナネン HOMEでんき A・B・C・実量（マーケットリンク）料金表（以下「料

金表」といいます。）は、当社の電気供給約款（低圧）（以下「約款」といいます。）第

15 条第(1)項に定める「シナネン HOME でんき A・B・C・実量（マーケットリンク）」

が適用されるお客さまに適用いたします。 

 

20  料金表の変更 

 (1) 当社は、約款第 2条の規定に従い、この料金表を変更することがあります。 

(2) 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消

費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この料金表を

変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の料金表によります。 

 

21  料金単価に係る消費税等相当額 

この料金表の料金単価は、消費税等相当額を含んだ単価を記載しております。 

 

22 電気料金 

(9) 電気料金は、託送料金相当額、電力量料金、市場連動手数料（管理手数料及び容量拠

出金等料金）に再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。 

 

 

(10) 託送料金相当額 

一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づく、接続送電サービス料金の基本料金

と電力量料金の相当額の合計とします。なお、一般送配電事業者の託送供給等約款が変

更され、当該約款に定める接続送電サービス料金等の料金が変更された場合には、当社

は、それに応じて、イおよびロの表に記載される料金を変更することができるものとし

ます。また、その場合には、当社のウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方

法によりお知らせいたします。 

 

イ 接続送電サービス料金の基本料金相当額（託送基本料金相当額）は次のとお

りとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金相当額は、

半額といたします。 

 



 

エリア 託送基本料金相当額 

北海道エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまた

は契約電力 1kWにつき 
272円 80銭 

東北エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
226円 60銭 

東京エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
230円 67銭 

中部エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
214円 50銭 

北陸エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
242円 00銭 

関西エリア 

契約電流 60Aまたは契約容量 6kVAまたは

契約電力 6kWまで 
290円 40銭 

上記をこえる契約電流 10Aまたは契約容量

1kVAまたは契約電力 1kWにつき 
96円 80銭 

中国エリア 

契約電流 60Aまたは契約容量 6kVAまたは

契約電力 6kWまで 
326円 70銭 

上記をこえる契約電流 10Aまたは契約容量

1kVAまたは契約電力 1kWにつき 
108円 90銭 

四国エリア 

契約電流 60Aまたは契約容量 6kVAまたは

契約電力 6kWまで 
363円 00銭 

上記をこえる契約電流 10Aまたは契約容量

1kVAまたは契約電力 1kWにつき 
121円 00銭 

九州エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
227円 38銭 

 

ロ 接続送電サービス料金の電力量料金相当額（託送従量料金相当額）は次のと

おりとします。 

エリア 託送従量料金相当額 

北海道エリア 

使用電力量 1キロワット時につき 

8円 38銭 

東北エリア 9円 24銭 

東京エリア 7円 48銭 

中部エリア 8円 38銭 

北陸エリア 7円 39銭 

関西エリア 8円 07銭 

中国エリア 9円 49銭 

四国エリア 9円 38銭 

九州エリア 8円 26銭 



 

 

(11) 電力量料金 

電力量料金は、以下の計算式により算出します。 

 

【計算式】 

（30分毎のエリアプライス※1+売買手数料※2）÷（1‐エリア損失率※3）×1.1（消

費税等相当額）×30分毎の使用電力量 

 

※1「エリアプライス」とは、日本卸電力取引所のスポット取引市場における、お

客さまの需要場所が存するエリアの 30分単位のエリアプライス（円/kWh）をいい

ます。なお、スポット取引市場取引の停止により当該エリアプライスを参照する

ことができない場合、インバランス料金情報公表ウェブサイトにおいて公表され

る、該当するエリアの 30分単位ごとのインバランス単価（速報値）をエリアプラ

イスとして適用いたします。 

※2「売買手数料」とは日本卸電力取引所のスポット取引売買手数料のうち約定従

量制にかかる金額（0.03円/kWh（税抜））をいいます。なお、日本卸電力取引所の

公表するスポット取引市場の売買手数料が変更された場合には、当社は、それに

応じて、売買手数料を変更することができるものとします。 

※3「エリア損失率」とは、一般送配電事業者が託送供給等約款又はその他の方法

により公表する数値として、以下のとおりとします。なお、一般送配電事業者の

託送供給等約款が変更され当該約款に定める損失率が変更された場合には、当社

は、それに応じて、以下の表に記載されるエリア損失率を変更することができる

ものとします。また、その場合には、当社のウェブサイトへの掲載等の当社が適

当と判断した方法によりお知らせいたします。 

 

エリア エリア損失率 

北海道エリア 7.9% 

東北エリア 8.5% 

東京エリア 6.9% 

中部エリア 7.1% 

北陸エリア 7.8% 

関西エリア 7.8% 

中国エリア 8.0% 

四国エリア 8.1% 

九州エリア 8.6% 

 

 

 



 

(12) 市場連動手数料 

市場連動手数料は、以下の管理手数料と容量拠出金等料金の合計とします。 

 

イ 管理手数料 

管理手数料は以下のとおりとします。ただし、当社は、毎年度、管理手数料を

変更するものとし、前年度の 1 月末頃、翌年度の管理手数料について、当社の

ウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたしま

す。 

 

最初の 700キロワット時までの 1

キロワット時につき 
6円 60銭 

700キロワット時をこえる 1キロ

ワット時につき 
3円 30銭 

 

ロ 容量拠出金等料金 

当初の容量拠出金等料金は 0円とします。ただし、当社が当該年度に負担する

容量拠出金の負担額に応じて、容量拠出金等料金の額は、毎年度、変動するもの

とし、前年度の 1月末頃、翌年度の容量拠出金等料金について、当社のウェブサ

イトへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。 

 

23 日割計算の算定式 

日割計算の算定式は、次のとおりとします。 

①  託送基本料金相当額を日割りする場合 

１ヶ月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

料金の算定期間の日数 

 ただし，約款第 19条ハに該当する場合は， 

日割計算対象日数 
は、 

日割計算対象日数 
とします。 

料金の算定期間の日数 暦日数 

    

②  管理手数料の料金適用上の電力量区分を日割りする場合 

第 1段階適用電力量＝700キロワット時× 
日割計算対象日数 

料金の算定期間の日数 

     なお，第１段階料金適用電力量とは、700 キロワット時までの１キロワット時当

たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

ただし，約款第 19条ハに該当する場合は， 

日割計算対象日数 
は、 

日割計算対象日数 
とします。 

料金の算定期間の日数 暦日数 

 



 

24 環境配慮料金 

環境配慮メニュー契約要綱に基づき、本料金表に記載の契約種別に付帯するプランは

次のとおりとします。 

実質再エネ比率 100％メニュー 1キロワット時につき 0円 77銭 

 

25 解約事務手数料 

約款第 40条第(5)項に定める解約事務手数料は、別途定めのない限り次の金額といた

します。 

1電気需給契約につき 3,300円  

 

26 確認事項 

シナネン HOME でんき A・B・C・実量（マーケットリンク）は、電気の卸電力市場におけ

る市場価格に連動して料金が変動する契約種別であり、市場価格の高騰時には、お客さまが

当社に支払う電気料金が上昇するリスクがあります。また、当社は、シナネン HOMEでんき

A・B・C・実量（マーケットリンク）が、他の契約種別よりも安価であることを保証するも

のではありません。 

 

 

27 その他 

この料金表に定めのない事項については、約款に定めるところによるものといたします。 

 

附  則 

   

1  料金表の実施期日 

この料金表は、令和 6年 2月 1日から実施いたします。 
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28  適用対象となるお客さま 

このシナネン HOMEでんき低圧（マーケットリンク）料金表（以下「料金表」といい

ます。）は、当社の電気供給約款（低圧）（以下「約款」といいます。）第 15 条第(1)項

に定める「シナネン HOME でんき低圧（マーケットリンク）」が適用されるお客さま

に適用いたします。 

 

29  料金表の変更 

 (1) 当社は、約款第 2条の規定に従い、この料金表を変更することがあります。 

(2) 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消

費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この料金表を

変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の料金表によります。 

 

30  料金単価に係る消費税等相当額 

   この料金表の料金単価は、消費税等相当額を含んだ単価を記載しております。 

 

31 電気料金 

(13) 電気料金は、託送料金相当額、電力量料金、市場連動手数料（管理手数料及び容量拠

出金等料金）に再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。 

 

(14) 託送料金相当額 

一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づく、接続送電サービス料金の基本料金

と電力量料金の相当額の合計とします。なお、一般送配電事業者の託送供給等約款が変

更され、当該約款に定める接続送電サービス料金等の料金が変更された場合には、当社

は、それに応じて、イおよびロの表に記載される料金を変更することができるものとし

ます。また、その場合には、当社のウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方

法によりお知らせいたします。 

 

イ 接続送電サービス料金の基本料金相当額（託送基本料金相当額）は次のとお

りとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金相当額は、

半額といたします。 

 

 



 

エリア 託送基本料金相当額 

北海道エリア 契約電力 1kWにつき 608円 30銭 

東北エリア 契約電力 1kWにつき 630円 30銭 

東京エリア 契約電力 1kWにつき 731円 97銭 

中部エリア 契約電力 1kWにつき 550円 00銭 

北陸エリア 契約電力 1kWにつき 539円 00銭 

関西エリア 契約電力 1kWにつき 460円 90銭 

中国エリア 契約電力 1kWにつき 568円 70銭 

四国エリア 契約電力 1kWにつき 554円 40銭 

九州エリア 契約電力 1kWにつき 571円 44銭 

 

ロ 接続送電サービス料金の電力量料金相当額（託送従量料金相当額）は次のと

おりとします。 

エリア 託送従量料金相当額 

北海道エリア 

使用電力量 1キロワット時につき 

4円 83銭 

東北エリア 9円 46銭 

東京エリア 5円 20銭 

中部エリア 6円 68銭 

北陸エリア 5円 57銭 

関西エリア 5円 13銭 

中国エリア 6円 57銭 

四国エリア 6円 81銭 

九州エリア 6円 15銭 

 

(15) 電力量料金 

電力量料金は、以下の計算式により算出します。 

 

【計算式】 

（30分毎のエリアプライス※1+売買手数料※2）÷（1‐エリア損失率※3）×1.1（消

費税等相当額）×30分毎の使用電力量 

 

※1「エリアプライス」とは、日本卸電力取引所のスポット取引市場における、

お客さまの需要場所が存するエリアの 30 分単位のエリアプライス（円/kWh）

をいいます。なお、スポット取引市場取引の停止により当該エリアプライスを

参照することができない場合、インバランス料金情報公表ウェブサイトにおい

て公表される、該当するエリアの 30分単位ごとのインバランス単価（速報値）

をエリアプライスとして適用いたします。 

※2「売買手数料」とは日本卸電力取引所のスポット取引売買手数料のうち約定



 

従量制にかかる金額（0.03円/kWh（税抜））をいいます。なお、日本卸電力取引

所の公表するスポット取引市場の売買手数料が変更された場合には、当社は、

それに応じて、売買手数料を変更することができるものとします。 

※3「エリア損失率」とは、一般送配電事業者が託送供給等約款又はその他の方

法により公表する数値として、以下のとおりとします。なお、一般送配電事業

者の託送供給等約款が変更され当該約款に定める損失率が変更された場合には、

当社は、それに応じて、以下の表に記載されるエリア損失率を変更することが

できるものとします。また、その場合には、当社のウェブサイトへの掲載等の

当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。 

 

エリア エリア損失率 

北海道エリア 7.9% 

東北エリア 8.5% 

東京エリア 6.9% 

中部エリア 7.1% 

北陸エリア 7.8% 

関西エリア 7.8% 

中国エリア 8.0% 

四国エリア 8.1% 

九州エリア 8.6% 

 

(16) 市場連動手数料 

市場連動手数料は、以下の管理手数料と容量拠出金等料金の合計とします。 

 

イ 管理手数料 

管理手数料は以下のとおりとします。ただし、当社は、毎年度、管理手数料を

変更するものとし、前年度の 1月末頃、翌年度の管理手数料について、当社の

ウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたしま

す。 

 

1キロワット時につき 4円 40銭 

 

ロ 容量拠出金等料金 

当初の容量拠出金等料金は 0円とします。ただし、当社が当該年度に負担する

容量拠出金の負担額に応じて、容量拠出金等料金の額は、毎年度、変動するもの

とし、前年度の 1月末頃、翌年度の容量拠出金等料金について、当社のウェブサ

イトへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。 

 



 

32 日割計算の算定式 

日割計算の算定式は、次のとおりとします。 

①  託送基本料金相当額を日割りする場合 

１ヶ月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

料金の算定期間の日数 

 ただし，約款第 19条ハに該当する場合は， 

日割計算対象日数 
は、 

日割計算対象日数 
とします。 

料金の算定期間の日数 暦日数 

    

33 環境配慮料金 

環境配慮メニュー契約要綱に基づき、本料金表に記載の契約種別に付帯するプランは

次のとおりとします。 

実質再エネ比率 100％メニュー 1キロワット時につき 0円 77銭 

 

34 解約事務手数料 

約款第 40 条第(5)項に定める解約事務手数料は、別途定めのない限り次の金額といた

します。 

1電気需給契約につき 3,300円  

 

35 確認事項 

シナネン HOMEでんき低圧（マーケットリンク）は、電気の卸電力市場における市場

価格に連動して料金が変動する契約種別であり、市場価格の高騰時には、お客さまが

当社に支払う電気料金が上昇するリスクがあります。また、当社は、シナネン HOME

でんき低圧（マーケットリンク）が、他の契約種別よりも安価であることを保証する

ものではありません。 

 

36 その他 

この料金表に定めのない事項については、約款に定めるところによるものといたします。 

 

 

附  則 

   

1  料金表の実施期日 

この料金表は、令和 6年 2月 1日から実施いたします。 

  



 

シナネンあかりの森でんきプラン A・B・C・実量 

（マーケットリンク） 料金表 
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シナネンあかりの森でんきプラン A・B・C・実量 

（マーケットリンク）料金表 

37  適用対象となるお客さま 

(2)   このシナネンあかりの森でんきプラン A・B・C・実量（マーケットリンク）料金表（以

下「料金表」といいます。）は、当社の電気供給約款（低圧）（以下「約款」といいます。）

第 15 条第(1)項に定める「シナネンあかりの森でんきプラン A・B・C・実量（マーケ

ットリンク）」が適用されるお客さまに適用いたします。 

 

38  料金表の変更 

 (1) 当社は、約款第 2条の規定に従い、この料金表を変更することがあります。 

(2) 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消

費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この料金表を

変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の料金表によります。 

 

39  料金単価に係る消費税等相当額 

この料金表の料金単価は、消費税等相当額を含んだ単価を記載しております。 

 

40 電気料金 

(17) 電気料金は、託送料金相当額、電力量料金、市場連動手数料（管理手数料及び容量拠

出金等料金）に再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。 

 

(18) 託送料金相当額 

一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づく、接続送電サービス料金の基本料金

と電力量料金の相当額の合計とします。なお、一般送配電事業者の託送供給等約款が変

更され、当該約款に定める接続送電サービス料金等の料金が変更された場合には、当社

は、それに応じて、イおよびロの表に記載される料金を変更することができるものとし

ます。また、その場合には、当社のウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方

法によりお知らせいたします。 

 

イ 接続送電サービス料金の基本料金相当額（託送基本料金相当額）は次のとおりとし

ます。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金相当額は、半額といたし

ます。 

 

 

 

 



 

エリア 託送基本料金相当額 

北海道エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまた

は契約電力 1kWにつき 
272円 80銭 

東北エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
226円 60銭 

東京エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
230円 67銭 

中部エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
214円 50銭 

北陸エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
242円 00銭 

関西エリア 

契約電流 60Aまたは契約容量 6kVAまたは

契約電力 6kWまで 
290円 40銭 

上記をこえる契約電流 10Aまたは契約容量

1kVAまたは契約電力 1kWにつき 
96円 80銭 

中国エリア 

契約電流 60Aまたは契約容量 6kVAまたは

契約電力 6kWまで 
326円 70銭 

上記をこえる契約電流 10Aまたは契約容量

1kVAまたは契約電力 1kWにつき 
108円 90銭 

四国エリア 

契約電流 60Aまたは契約容量 6kVAまたは

契約電力 6kWまで 
363円 00銭 

上記をこえる契約電流 10Aまたは契約容量

1kVAまたは契約電力 1kWにつき 
121円 00銭 

九州エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
227円 38銭 

 

イ 接続送電サービス料金の電力量料金相当額（託送従量料金相当額）は次のと

おりとします。 

エリア 託送従量料金相当額 

北海道エリア 

使用電力量 1キロワット時につき 

8円 38銭 

東北エリア 9円 24銭 

東京エリア 7円 48銭 

中部エリア 8円 38銭 

北陸エリア 7円 39銭 

関西エリア 8円 07銭 

中国エリア 9円 49銭 

四国エリア 9円 38銭 

九州エリア 8円 26銭 



 

 

(19) 電力量料金 

電力量料金は、以下の計算式により算出します。 

 

【計算式】 

（30分毎のエリアプライス※1+売買手数料※2）÷（1‐エリア損失率※3）×1.1（消

費税等相当額）×30分毎の使用電力量 

 

※1「エリアプライス」とは、日本卸電力取引所のスポット取引市場における、お

客さまの需要場所が存するエリアの 30分単位のエリアプライス（円/kWh）をいい

ます。なお、スポット取引市場取引の停止により当該エリアプライスを参照する

ことができない場合、インバランス料金情報公表ウェブサイトにおいて公表され

る、該当するエリアの 30分単位ごとのインバランス単価（速報値）をエリアプラ

イスとして適用いたします。 

※2「売買手数料」とは日本卸電力取引所のスポット取引売買手数料のうち約定従

量制にかかる金額（0.03円/kWh（税抜））をいいます。なお、日本卸電力取引所の

公表するスポット取引市場の売買手数料が変更された場合には、当社は、それに

応じて、売買手数料を変更することができるものとします。 

※3「エリア損失率」とは、一般送配電事業者が託送供給等約款又はその他の方法

により公表する数値として、以下のとおりとします。なお、一般送配電事業者の

託送供給等約款が変更され当該約款に定める損失率が変更された場合には、当社

は、それに応じて、以下の表に記載されるエリア損失率を変更することができる

ものとします。また、その場合には、当社のウェブサイトへの掲載等の当社が適

当と判断した方法によりお知らせいたします。 

 

エリア エリア損失率 

北海道エリア 7.9% 

東北エリア 8.5% 

東京エリア 6.9% 

中部エリア 7.1% 

北陸エリア 7.8% 

関西エリア 7.8% 

中国エリア 8.0% 

四国エリア 8.1% 

九州エリア 8.6% 

 

(20) 市場連動手数料 

市場連動手数料は、以下の管理手数料と容量拠出金等料金の合計とします。 



 

 

イ 管理手数料 

管理手数料は以下のとおりとします。ただし、当社は、毎年度、管理手数料を

変更するものとし、前年度の 1 月末頃、翌年度の管理手数料について、当社の

ウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたしま

す。 

 

最初の 700キロワット時までの 1

キロワット時につき 
6円 60銭 

700キロワット時をこえる 1キロ

ワット時につき 
3円 30銭 

ロ 容量拠出金等料金 

当初の容量拠出金等料金は 0円とします。ただし、当社が当該年度に負担する容

量拠出金の負担額に応じて、容量拠出金等料金の額は、毎年度、変動するものと

し、前年度の 1月末頃、翌年度の容量拠出金等料金について、当社のウェブサイ

トへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。 

 

41 日割計算の算定式 

日割計算の算定式は、次のとおりとします。 

①  託送基本料金相当額を日割りする場合 

1ヶ月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

料金の算定期間の日数 

 ただし，約款第 19条ハに該当する場合は， 

日割計算対象日数 
は、 

日割計算対象日数 
とします。 

料金の算定期間の日数 暦日数 

    

②  管理手数料の料金適用上の電力量区分を日割りする場合 

第 1段階適用電力量＝700キロワット時× 
日割計算対象日数 

料金の算定期間の日数 

     なお，第 1 段階料金適用電力量とは、700 キロワット時までの 1 キロワット時当

たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

ただし，約款第 19条ハに該当する場合は， 

日割計算対象日数 
は、 

日割計算対象日数 
とします。 

料金の算定期間の日数 暦日数 

 

42 環境配慮料金 

環境配慮メニュー契約要綱に基づき、本料金表に記載の契約種別に付帯するプランは

次のとおりとします。 



 

実質再エネ比率 100％メニュー 1キロワット時につき 0円 77銭 

あかりの森プロジェクト料金 1キロワット時につき 0円 10銭 

 

43 解約事務手数料 

約款第 40条第(5)項に定める解約事務手数料は、別途定めのない限り次の金額といた

します。 

1電気需給契約につき 3,300円  

 

44 確認事項 

シナネンあかりの森でんきプラン A・B・C・実量（マーケットリンク）は、電気の卸電力市

場における市場価格に連動して料金が変動する契約種別であり、市場価格の高騰時には、お

客さまが当社に支払う電気料金が上昇するリスクがあります。また、当社は、シナネンあか

りの森でんきプラン A・B・C・実量（マーケットリンク）が、他の契約種別よりも安価であ

ることを保証するものではありません。 

 

 

45 その他 

この料金表に定めのない事項については、約款に定めるところによるものといたします。 

 

附  則 

   

1  料金表の実施期日 

この料金表は、令和 6年 2月 1日から実施いたします。 

  



 

トップサポーターズプラン A/B/C/実量・ 

ミドルサポーターズプラン A/B/C/実量・ 

ライトサポーターズプラン A/B/C/実量 

（マーケットリンク） 料金表 
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トップサポーターズプラン A/B/C/実量・ 

ミドルサポーターズプラン A/B/C/実量・ 

ライトサポーターズプラン A/B/C/実量 

（マーケットリンク）料金表 

46  適用対象となるお客さま 

(3)   このトップサポーターズプラン A/B/C/実量・ミドルサポーターズプラン A/B/C/実量・

ライトサポーターズプラン A/B/C/実量（マーケットリンク）料金表（以下「料金表」

といいます。）は、当社の電気供給約款（低圧）（以下「約款」といいます。）第 15条第

(1)項に定める「トップサポーターズプラン A/B/C/実量・ミドルサポーターズプラン

A/B/C/実量・ライトサポーターズプラン A/B/C/実量（マーケットリンク）」が適用され

るお客さまに適用いたします。 

 

47  料金表の変更 

 (1) 当社は、約款第 2条の規定に従い、この料金表を変更することがあります。 

(2) 消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消

費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、この料金表を

変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、

変更後の料金表によります。 

 

48  料金単価に係る消費税等相当額 

この料金表の料金単価は、消費税等相当額を含んだ単価を記載しております。 

 

49 電気料金 

(21) 電気料金は、託送料金相当額、電力量料金、市場連動手数料（管理手数料及び容量拠

出金等料金）に再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものといたします。 

 

(22) 託送料金相当額 

一般送配電事業者の定める託送供給等約款に基づく、接続送電サービス料金の基本料金

と電力量料金の相当額の合計とします。なお、一般送配電事業者の託送供給等約款が変

更され、当該約款に定める接続送電サービス料金等の料金が変更された場合には、当社

は、それに応じて、イおよびロの表に記載される料金を変更することができるものとし

ます。また、その場合には、当社のウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方

法によりお知らせいたします。 

 

イ 接続送電サービス料金の基本料金相当額（託送基本料金相当額）は次のとおりとし



 

 

ます。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金相当額は、半額といたし

ます。 

 

エリア 託送基本料金相当額 

北海道エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまた

は契約電力 1kWにつき 
272円 80銭 

東北エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
226円 60銭 

東京エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
230円 67銭 

中部エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
214円 50銭 

北陸エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
242円 00銭 

関西エリア 

契約電流 60Aまたは契約容量 6kVAまたは

契約電力 6kWまで 
290円 40銭 

上記をこえる契約電流 10Aまたは契約容量

1kVAまたは契約電力 1kWにつき 
96円 80銭 

中国エリア 

契約電流 60Aまたは契約容量 6kVAまたは

契約電力 6kWまで 
326円 70銭 

上記をこえる契約電流 10Aまたは契約容量

1kVAまたは契約電力 1kWにつき 
108円 90銭 

四国エリア 

契約電流 60Aまたは契約容量 6kVAまたは

契約電力 6kWまで 
363円 00銭 

上記をこえる契約電流 10Aまたは契約容量

1kVAまたは契約電力 1kWにつき 
121円 00銭 

九州エリア 
契約電流 10Aまたは契約容量 1kVAまたは

契約電力 1kWにつき 
227円 38銭 

 

ロ 接続送電サービス料金の電力量料金相当額（託送従量料金相当額）は次のとおりと

します。 

エリア 託送従量料金相当額【 

北海道エリア 

使用電力量 1キロワット時につき 

8円 38銭 

東北エリア 9円 24銭 

東京エリア 7円 48銭 

中部エリア 8円 38銭 

北陸エリア 7円 39銭 

関西エリア 8円 07銭 



 

 

中国エリア 9円 49銭 

四国エリア 9円 38銭 

九州エリア 8円 26銭 

 

(23) 電力量料金 

電力量料金は、以下の計算式により算出します。 

 

【計算式】 

（30分毎のエリアプライス※1+売買手数料※2）÷（1‐エリア損失率※3）×1.1（消

費税等相当額）×30分毎の使用電力量 

 

※1「エリアプライス」とは、日本卸電力取引所のスポット取引市場における、お

客さまの需要場所が存するエリアの 30分単位のエリアプライス（円/kWh）をいい

ます。なお、スポット取引市場取引の停止により当該エリアプライスを参照する

ことができない場合、インバランス料金情報公表ウェブサイトにおいて公表され

る、該当するエリアの 30分単位ごとのインバランス単価（速報値）をエリアプラ

イスとして適用いたします。 

※2「売買手数料」とは日本卸電力取引所のスポット取引売買手数料のうち約定従

量制にかかる金額（0.03円/kWh（税抜））をいいます。なお、日本卸電力取引所の

公表するスポット取引市場の売買手数料が変更された場合には、当社は、それに

応じて、売買手数料を変更することができるものとします。 

※3「エリア損失率」とは、一般送配電事業者が託送供給等約款又はその他の方法

により公表する数値として、以下のとおりとします。なお、一般送配電事業者の

託送供給等約款が変更され当該約款に定める損失率が変更された場合には、当社

は、それに応じて、以下の表に記載されるエリア損失率を変更することができる

ものとします。また、その場合には、当社のウェブサイトへの掲載等の当社が適

当と判断した方法によりお知らせいたします。 

 

エリア エリア損失率 

北海道エリア 7.9% 

東北エリア 8.5% 

東京エリア 6.9% 

中部エリア 7.1% 

北陸エリア 7.8% 

関西エリア 7.8% 

中国エリア 8.0% 

四国エリア 8.1% 

九州エリア 8.6% 



 

 

 

(24) 市場連動手数料 

市場連動手数料は、以下の管理手数料と容量拠出金等料金の合計とします。 

 

イ 管理手数料 

管理手数料は以下のとおりとします。ただし、当社は、毎年度、管理手数料を

変更するものとし、前年度の 1 月末頃、翌年度の管理手数料について、当社の

ウェブサイトへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたしま

す。 

 

最初の 700キロワット時までの 1

キロワット時につき 
6円 60銭 

700キロワット時をこえる 1キロ

ワット時につき 
3円 30銭 

ロ 容量拠出金等料金 

当初の容量拠出金等料金は 0円とします。ただし、当社が当該年度に負担する容

量拠出金の負担額に応じて、容量拠出金等料金の額は、毎年度、変動するものと

し、前年度の 1月末頃、翌年度の容量拠出金等料金について、当社のウェブサイ

トへの掲載等の当社が適当と判断した方法によりお知らせいたします。 

 

50 日割計算の算定式 

日割計算の算定式は、次のとおりとします。 

①  託送基本料金相当額を日割りする場合 

1ヶ月の該当料金 × 
日割計算対象日数 

料金の算定期間の日数 

 ただし，約款第 19条ハに該当する場合は， 

日割計算対象日数 
は、 

日割計算対象日数 
とします。 

料金の算定期間の日数 暦日数 

    

②  管理手数料の料金適用上の電力量区分を日割りする場合 

第 1段階適用電力量＝700キロワット時× 
日割計算対象日数 

料金の算定期間の日数 

     なお，第 1 段階料金適用電力量とは、700 キロワット時までの 1 キロワット時当

たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

ただし，約款第 19条ハに該当する場合は， 

日割計算対象日数 
は、 

日割計算対象日数 
とします。 

料金の算定期間の日数 暦日数 

 



 

 

51 環境配慮料金 

環境配慮メニュー契約要綱に基づき、本料金表に記載の契約種別に付帯するプランは

次のとおりとします。 

実質再エネ比率 100％メニュー 1キロワット時につき 0円 77銭 

あかりの森プロジェクト料金 1キロワット時につき 0円 10銭 

 

52 サポーターズ料金 

各プランのサポーターズプラン料金は次のとおりとします。 

トップサポーターズプラン 1契約につき月額 1,000円 

ミドルサポーターズプラン 1契約につき月額 500円 

ライトサポーターズプラン 1契約につき月額 200円 

  なお、契約満了前の解約の場合、残りの契約月数分のサポーターズ料金をお支払いいた

だきます。 

 

53 解約事務手数料 

約款第 40条第(5)項に定める解約事務手数料は、別途定めのない限り次の金額といた

します。 

1電気需給契約につき 3,300円  

 

54 確認事項 

トップサポーターズプラン A/B/C/実量・ミドルサポーターズプラン A/B/C/実量・ライトサポ

ーターズプラン A/B/C/実量（マーケットリンク）は、電気の卸電力市場における市場価格に

連動して料金が変動する契約種別であり、市場価格の高騰時には、お客さまが当社に支払う

電気料金が上昇するリスクがあります。また、当社は、トップサポーターズプラン A/B/C/実

量・ミドルサポーターズプラン A/B/C/実量・ライトサポーターズプラン A/B/C/実量（マーケ

ットリンク）が、他の契約種別よりも安価であることを保証するものではありません。 

 

 

55 その他 

この料金表に定めのない事項については、約款に定めるところによるものといたします。 

 

 

附  則 

   

1  料金表の実施期日 

この料金表は、令和 6年 2月 1日から実施いたします。 

 

 


